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1. 序論：技術情報爆発の時代における特許調査の再定義と進
化の軌跡 
現代の知的財産（IP）管理および特許調査の実務は、技術革新の指数関数的な加速と、それに伴う
全世界的な特許出願件数の爆発的な増加により、かつてない情報処理の限界点に直面している。

世界知的所有権機関（WIPO）をはじめとする各国の特許庁データベースには日々膨大な特許公報
が蓄積されており、それに加えて科学論文などの非特許文献（NPL）、オープンソースのコードリポジ
トリに至るまで、技術文献のデータソースは膨張の一途をたどっている。この情報爆発の文脈におい

て、人間の認知能力と手動の検索スキルのみに依存した従来の調査手法では、網羅性、正確性、

そして迅速性を同時に担保することが物理的に不可能になりつつある 1。 
こうしたボトルネックを打破すべく台頭したのが、人工知能（AI）、とりわけ大規模言語モデル（LLM）を
中心とする生成AI技術の特許実務への統合である。特許調査業務の進化は、技術的基盤とプロセ
スにおける「人間の介在度合い」に基づき、明確に3つの段階（フェーズ）に分類し、整理することがで
きる。 

1.​ 第1段階（従来型調査）：人間が独自の思考プロセスで検索式を構築し、システムが返した膨
大なリストを人間が目で読んで判断する完全な労働集約型アプローチ。 

2.​ 第2段階（島津製作所型のプロンプトドリブン生成AI調査）：人間の熟練者が持つ判断ロジック
（暗黙知）を精緻なプロンプトとして形式知化し、AIに膨大なデータの一次処理（読解・抽出・比
較）を委ね、人間はその出力結果の確認と最終調整を行う協業アプローチ 2。 

3.​ 第3段階（AIエージェント型調査）：AIが単なる一問一答の言語処理ツールを超え、「目的」を与
えられることで自律的に仮説を立て、検索を実行し、結果を評価して次なる検索戦略を反復的

に練る「エージェンティック・ワークフロー（Agentic Workflow）」を回すアプローチ。人間はプロ
セスの実行者ではなく、AIが提示した証拠パッケージの監査（オーディット）と最終的な法的判
断に専念する 1。 

本報告書は、特許調査の進化を規定するこれら3つのパラダイムを詳細に紐解き、知的財産実務に
おいて最も重要かつ難易度の高い3つの主要な調査類型、すなわち「新規性調査（先行技術調査 / 
Patentability Search）」、「無効資料調査（Invalidity / Opposition Search）」、「侵害予防調査（FTO：
Freedom to Operate / クリアランス調査）」のそれぞれにおいて、これら3つのアプローチがどのよう
に適用され、組織のIP戦略にいかなる変革をもたらしているのかを網羅的かつ比較論的に検証す
る。 

2. 特許調査プロセスの3段階モデル：技術的メカニズムと認知
負荷の移行 
特許調査の進化は、単なるソフトウェアの高度化ではなく、「知識労働の主体がどこに置かれるか」と



いう業務アーキテクチャの根本的な変革を意味している。段階が進むにつれて、人間の役割は「情

報の探索者・処理者」から「戦略的決定者・監査者」へと高次化している。 
2.1. 第1段階：従来型調査（人間主導の検索と読解） 

従来型の特許調査は、知財部員や外部の特許サーチャーの高度な専門知識と、長時間の集中力に

完全に依存した労働集約的なプロセスである。実務者は、発明提案書や製品仕様書を読み込み、そ

こから技術的な構成要件を抽出する。そして、それらを表現しうるキーワード（類義語、同義語、上位

概念、下位概念を含む）と、国際特許分類（IPC）や共通特許分類（CPC）を組み合わせ、複雑なブー
ル論理演算（AND, OR, NOT等）を用いた検索式を構築する 4。USPTOやEPOのフォーマットに合わ
せた厳密なクエリ構文を作成し、データベースに投入する 4。 
このアプローチの最大の欠陥は、検索式の「精度（Precision）」と「再現率（Recall）」の間に存在する
不可避のトレードオフである。検索式を広く設定すれば数千件のノイズを含む母集団が形成され、人

間がそれを一件ずつスクリーニングするという膨大な「読解の苦役」が発生する。逆にノイズを減らす

ために検索式を絞り込みすぎれば、致命的な先行技術（Prior Art）を見落とすリスクが急激に高ま
る。クレームには法的な構造があり、先行技術は特定の要素を教示するものであるが、従来のキー

ワード検索はこれらの文脈上の関係性を破壊し、単なる文字列の一致として処理してしまう 5。結果
として、調査の品質は担当者のスキル、経験、さらにはその日の疲労度に大きく左右されるという属

人性の問題を抱え続けてきた。 
2.2. 第2段階：島津製作所型のプロンプトドリブン生成AI調査 

第2段階は、生成AI（LLM）の高度な自然言語処理能力を、業務プロセスの「一次処理フィルター」とし
て組み込むアプローチである。日本の研究開発型企業である株式会社島津製作所は、この「プロン

プトドリブン変革」を全社的に推進し、年間1億円以上のコスト削減という劇的なROI（投資対効果）を
達成するとともに、特許調査のあり方を再定義した 2。 
このモデルの核心は、単に「ChatGPTを導入した」というレベルにとどまらない。知財部門のベテラン
担当者が長年の経験で培ってきた「文献を読む際の着眼点」「権利範囲の解釈手法」「拒絶理由の

分析ロジック」といった高度な暗黙知を徹底的に言語化し、社内共通の強力な「プロンプト（形式知）」

としてシステムに実装した点にある 2。島津製作所のモデルでは、「ロジック化可能な知的労働」とい
う専門業務そのものをAIに置き換えることを目標としている 2。 
さらに、AIの最大の弱点であるハルシネーション（もっともらしい嘘の生成）を防ぎ、業務精度を極限
まで高めるため、タスクの性質に応じて最適なAIモデルと情報の入力制限（グラウンディング）を使い
分ける精緻なアーキテクチャが採用されている。例えば、外国特許庁からの中間処理（OA：Office 
Action）の分析においては、広範なウェブ知識を参照するモデルではなく、Googleの「NotebookLM
」を採用し、対象となるOA通知書、引用文献、および本願発明のPDFファイルのみを読み込ませる 2

。これにより、情報を限定された閉じた環境内で処理させ、ハルシネーションを完全に抑制しつつ、わ

ずか2分程度で精度の高い拒絶理由の分析と補正案の作成を実現している 2。 
ここでのワークフローは、「人間がAIに対する的確な指示（プロンプト）と入力データを与え」→「AIが
一次的な読解・比較・要約を行い」→「人間がその出力結果を確認・修正する」という協業モデルであ

る。AIは極めて優秀かつ高速な「リサーチアシスタント」として機能するが、プロセス全体を進行させ
るイニシアチブは依然として人間が握っている。 
2.3. 第3段階：AIエージェント型調査（自律的推論と反復実行） 



第3段階の「エージェンティック・ワークフロー（Agentic Workflow）」は、特許調査における真のパラ
ダイムシフトである。DeepIP、IPRally、Minesoft、PatSnap Eurekaといった最新のIP特化型AIプラット
フォームに代表されるこのモデルでは、AIはプロンプトに対して一度だけ回答を返す受動的なシステ
ムではない。自律的に目標を設定し、計画、実行、評価のループを回す「エージェント」として振る舞

う 1。 
特許検索は、一問一答のチャットボットのような単純なタスクではなく、結果を見ながら段階的に精度

を高めていく「反復的な研究プロセス（Iterative research process）」である 8。人間の熟練サー
チャーは、1つの関連特許を見つけると、その引用ネットワークを辿り、より強力な文献を特定し、検
索式を再構築して再度検索を行う 8。第3段階のAIエージェントは、この多段階にわたる人間の推論
と試行錯誤のプロセスを自律的にエミュレートする。 
AIエージェント型調査は、具体的に以下の自律的ステップで進行する 1： 

1.​ セマンティック理解とクレームの分説（Semantic Understanding & Feature Extraction）：入
力された発明提案書や特許クレームを単なる文字列として扱うのではなく、技術的な構成要

件（Feature）ごとに分解し、その裏にある真の発明的貢献を意味論的に理解する。複雑な特
許言語を、検索可能な個別の要素へと構文解析する 1。 

2.​ 反復的かつ適応的なグローバル検索（Iterative and Adaptive Global Search）：世界1億
2000万件以上の特許文献や非特許文献に対して検索を実行する 7。エージェントは初回検索
で得られた文献群を評価し、カバレッジに不足がある（特定の構成要件が見つからない）と判

断すれば、仮説を修正し、構造的・機能的な均等物や、隣接する異なる技術分野にまで探索

範囲を自律的に広げて再検索を行う 1。 
3.​ 特許要件に沿った分析（Novelty and Obviousness-Oriented Analysis）：発見した文献を

単に関連度順に並べるのではなく、各文献が発明の「新規性」を否定するものか、「自明性

（進歩性）」の論理構築に使えるものかを法的な観点から分類・評価する 1。 
4.​ 構造化された証拠マッピング（Structured Claim Mapping & Defensibility Pack）：最終出

力として、人間の審査官が作成するような詳細な「クレームチャート（要素対比表）」を自動生

成する。すべての結論は、引用元文献の特定の段落、図面、直接の引用文へと厳密に紐付

けられており、人間がその根拠を即座に検証（Traceable）できるようになっている 1。 
この段階に至ると、人間の役割はプロセスの進行管理から完全に解放され、AIが生成した構造的イ
ンテリジェンス（法的証拠パッケージ）を監査し、事業戦略上の意思決定を行うことに特化する。 
 



 



 

3. 調査類型別の詳細比較：新規性、無効資料、FTOのパラダ
イムシフト 
これら3つの進化段階が、実際の知財実務においてどのような変化をもたらしているのかを、特許業
務の根幹をなす「新規性調査」「無効資料調査」「FTO調査」の3領域において詳細に比較する。 
3.1. 新規性調査（先行技術調査 / Patentability Search）における進化 

新規性調査は、自社の発明を特許出願する前に、それが新規かつ非自明であるか（特許要件を満

たすか）を確認するための「攻撃的・前方志向（Forward-looking）」の調査である 10。出願人や発明

者の利益のために行われ、公開日にかかわらず、世界中のあらゆる先行技術（特許、NPL、公知事
実）が探索の対象となる 10。この調査を早期に行うことで、企業は無駄な出願コストの削減と、より強

力な特許ポートフォリオの構築が可能になる 1。 
●​ 第1段階（従来型調査）：​

知財担当者やサーチャーが発明者へのヒアリングを行い、発明の核心を理解した上で、キー

ワードと分類コードを駆使して検索式を作成する。検索を実行して得られた数千件のリストの

抄録に人間が目を通し、関連しそうな数十件の明細書を通読して、特許性を阻却しうる文献を

見つけ出す。発明が複数の技術分野にまたがる場合、適切な分類コードを見つけるだけでも

多大な時間を要し、調査全体で数日から数週間を要する重労働である。 
●​ 第2段階（島津製作所型のプロンプトドリブン）： 島津製作所では、発明者が作成した「発明届

け」の基となる開発資料（PDFやPowerPoint等）を、そのままGoogleの「Gemini（ディープリ
サーチ機能）」に入力する 2。熟練者の暗黙知を反映したプロンプトの指示に基づき、AIが資料
の山から「発明の技術的特徴」「解決すべき課題」「解決手段」「効果」を自律的に抽出し、構造

的に整理する。さらに、その整理された情報に基づき、先行文献調査から要素対比をまとめた

クレームチャートの作成までを自動で行わせている 2。この一連のアプローチにより、従来は多
大な時間を要していた「発明の本質的な部分の特定と調査」が、人間の手作業なしにわずか「

15分程度」で完了するまでに短縮された 2。これにより、出願可否の意思決定スピードが飛躍
的に向上している。 

●​ 第3段階（エージェント型調査）： DeepIP、IPRally、Minesoftなどが提供する「Novelty & 
Patentability」ワークフローでは、プロセスがさらに自律化・高度化されている。ユーザーは発
明のアイデア、テキスト、PDF、あるいは画像などをプラットフォームに放り込むだけでよい 7。 
IPRallyのエージェントは、入力内容から中核となるクレーム要件を自律的に定義し、特許審査
官の引用パターンを学習したグラフベースのAIを用いて、キーワードの枠を超えた概念検索を
実行する 7。DeepIPのツールは「ブレインストーミングと新規性チェック」の機能を備えており、
R&Dのアイデア段階で複数のコンセプトを迅速にテストし、どれが最も強力な特許ポテンシャ
ルを持つかを評価する 1。さらに、AIは最初の独立クレーム（First Independent Claim）のドラ
フトまで提案し、R&Dチームと知財部門の間の認識のすり合わせを支援する 1。Minesoftの
エージェントは、出願日以前のすべての先行技術をスキャンし、多大なリソースが投入される

前に特許保護の可能性を確証させる 3。最終出力は、審査官レベルのインサイトを含んだ、検
証可能でインタラクティブな要素対比チャートとなる 1。 



3.2. 無効資料調査（Invalidity / Opposition Search）における進化 

無効資料調査は、自社のビジネスの障壁となる競合他社の特許（ターゲット特許）のクレームを無効

化（または範囲を減縮）するために、その特許の「優先日よりも前」に公開されたクリティカルな先行

技術を探し出す調査である 3。これは極めて精緻で法的要件の厳しいタスクである。 近年の米国連
邦巡回控訴裁判所（Federal Circuit）の判例を見ても、無効資料調査の重要性は明らかである。例
えば、ResMed社対ニューヨーク大学の呼吸器関連特許の紛争や、Everstar社対Willis Electric社の
装飾照明特許の紛争では、米国特許法第102条（新規性喪失）および第103条（自明性・進歩性欠
如）に基づく無効化が争点となった 11。また、Bright Data社のデータ通信特許（US 11,044,342 B2）
も、101条、102条、103条の組み合わせにより特許性なしとして無効化されている 13。さらに、IPA 
Technologies社のAIエージェント関連特許が無効化された事例では、101条（特許適格性）が主要な
争点となった 14。これらの事例は、単一の文献による完全な開示（Anticipation）だけでなく、複数の
文献を組み合わせる論理（Obviousness）の構築がいかに重要かを示している。 

●​ 第1段階（従来型調査）：​
ターゲット特許の審査経過（ファイルラッパー）を精読し、審査官がどのような先行技術を引用

し、どのような論理で特許を付与したかを分析する。その上で、審査官が見落とした観点や、

検索データベースの死角を突く検索式を構築する。特に103条（自明性）の拒絶理由を構築す
るためには、主引例（A文献）と副引例（B文献）を組み合わせる「動機づけ（Motivation to 
combine）」を論理的に証明しなければならず、極めて高度な法的思考力と膨大な文献読解
力が要求される。 

●​ 第2段階（島津製作所型のプロンプトドリブン）： 島津製作所では、自社特許の拒絶理由通知（
OA）への対応において生成AIを活用しているが、このロジックは他社特許の無効論理の構築
にも応用可能である。NotebookLM等の閉じた環境に、無効化のターゲットとなる特許明細書
と、候補となる数件の先行技術文献のPDFを読み込ませる 2。「クレームの構成要件AとBを開
示している箇所を特定せよ」「文献1と文献2を組み合わせる技術的示唆が記載されているか
分析せよ」といった法的ロジックに基づくプロンプトを与えることで、AIに無効論の骨子案を瞬
時に生成させることができる。これにより分析速度は圧倒的に向上するが、探索対象となる

「有効な先行文献の母集団」を広大なデータベースから拾い上げる作業自体は、依然として人

間の検索スキルに依存している。 
●​ 第3段階（エージェント型調査）： AIエージェントは、この無効資料調査において最も破壊的な

威力を発揮する。DeepIPのInvalidityモジュールは、指定されたクレーム制限に直接合致する
価値の高い先行技術をグローバルデータベース（特許およびNPL）から自律的に発掘する 1。 
最大のブレイクスルーは、「§103自明性の組み合わせ（Obviousness Combinations）」の自
動生成機能である 1。AIエージェントは、発見した複数の文献の技術的特徴をパズルのように
組み合わせ、どの組み合わせが最もターゲット特許のクレームを完全に覆い尽くせるかを計

算し、「スコアリング」して最も強力な証拠の繋がりを提示する 1。さらに、単に組み合わせるだ
けでなく、その二つの文献を組み合わせるべき「文脈と強い紐帯（Motivation to combineの根
拠）」までを言語化し、訴訟チームやインハウス弁護士がWord上で直接無効鑑定書を起案す
るためのクロノロジー（時系列）と証拠マッピングを提供する 1。人間の作業は「文献探し」から「
AIが構築した無効論理の法的強度の査定と補強」へと完全にシフトする。 

3.4. 侵害予防調査（FTO：Freedom to Operate / クリアランス調査）における



進化 

FTO調査（クリアランス）は、自社の新製品や新技術が、特定の国や地域において「現在有効な（ま
たは出願係属中の）他社特許」の権利範囲を侵害していないかを確認する極めて防衛的な調査であ

る 3。事業の根幹に関わるため絶対に見落としが許されず、膨大な量の特許請求の範囲と、自社製
品の微細な仕様を一つ一つ突き合わせる必要がある。 

●​ 第1段階（従来型調査）：​
製品の発売予定国における広範な分類コードを用いた検索により、数百から数千件の生存特

許を抽出する。サーチャーはそれらの独立クレームと従属クレームをすべて読み込み、自社

製品の仕様（構成要素）と対比を行う。権利範囲の解釈（均等論など）を含め、極度に精神的

負荷が高く、見落としのリスクと常に隣り合わせである。 
●​ 第2段階（島津製作所型のプロンプトドリブン）： 島津製作所におけるFTO調査のAI実装は、第

2段階における効率化の極致とも言える。従来、研究者が年間約10万件もの特許文献を読み
込んでいた作業プロセスを、AIによって根底から変革した 2。 具体的な手法として、まず自社
の開発資料から「製品仕様」をAIによって自動抽出させる。次に、広めに設定した検索式に
よって得られた「数千件の母集団の請求項（クレーム）」と、抽出した製品仕様を、OpenAIの「
GPT-4o API」を活用して全件比較判定させる 2。AIには、単にキーワードの有無ではなく、権利
侵害の観点から「抵触の可能性が高い（三角）」、「抵触の可能性がない（丸）」といった判定基

準（暗黙知のプロンプト化）を適用させる 2。これにより、知財部員や研究者は数千件を読み込
む苦役から解放され、AIがリスクあり（三角）とフラグを立てた少数の重要案件のみに集中して
詳細な法的確認を行えば済むようになり、スクリーニングの工数が激減した 2。 

●​ 第3段階（エージェント型調査）： MinesoftやDeepIPが提供するFTOエージェントは、「連続的
監視（Continuous surveillance）」と「多国間マッピング」という新たな次元を提供する 1。単発
のクエリで終わるのではなく、製品が市場に出る前段階から、複数法域（Jurisdictions）にまた
がる有効特許と審査中の出願を広範にマッピングし、侵害リスクを特定する 3。 特筆すべき
は、AIエージェントの自律的推論能力による「死角の排除」である。AIはクレームの文言を広く
解釈し、直接的な技術クラスターだけでなく「隣接する技術クラス」まで探索範囲を拡大する 1。
これにより、人間が想定していなかった異業種からの特許侵害リスクを発見する確率を高め

る。さらに、競合他社の出願動向の変化や、技術的ホワイトスペースを継続的にモニタリング

する競争力学情報の収集（Competitive & Portfolio Intelligence）ともシームレスに連動し、企
業の知財戦略を静的な防衛から動的なポートフォリオ管理へと引き上げる 1。 

 



 
 

4. 技術的基盤のアーキテクチャと精度保証のメカニズム 
特許調査における生成AIの活用において、企業が直面する最大の障壁は、出力の正確性担保と機
密情報の保護である 15。一般的なRAG（検索拡張生成）モデルを用いた「洗練された」と称される特
許検索ツールであっても、クレームの構造的な関係性を無視してテキストの段落を交換可能なものと

して扱うため、結果として「関連する可能性のある200件の参照文献のリスト」を返すにとどまり、実
務家が真に求める「特定の限定要素がどこに教示されているか」という精緻な法的分析には耐えら

れないことが多い 5。 
この課題に対し、先進的なプラットフォームはドメイン指向（Domain-oriented）のアプローチを採用し



ている。Cypris等のプラットフォームに見られるように、Microsoft Copilotなどの一般的なAIアシスタ
ントを特許検索に用いる場合、汎用的なウェブの情報をグラウンディングさせると、モデルの精度が

低下する「コンテキストの腐敗（Context rot）」を引き起こし、特許番号やクレームを捏造するリスクが
ある 16。そのため、モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）等を通じて、権威ある特許データやドメイ
ン・オントロジーに限定して接続し、ノイズの少ない高シグナルな特許情報のみを抽出させる知能レ

イヤーの構築が不可欠となっている 16。USPTO自身も自動検索パイロットプログラム（ASRN）におい
て、AIツールを用いて関連性の高い最大10件の文献をリストアップし、PPUBSツールで容易に検索で
きる仕組みをテストするなど、信頼性の高いデータアクセスへの移行が進んでいる 17。 
また、第3段階のAIエージェントの多くは、「ガラスの箱（Glass Box）」アプローチ、すなわち「説明可能
なAI（Explainable AI）」を採用している 3。IPRallyのシステムは汎用のLLMではなく、何百万もの審査
官の引用データに基づくグラフベースの検索エンジンを基盤としている 7。エージェントが出力するす
べてのクレーム解釈、要素のマッピング、関連性スコアは、システムのブラックボックスの中で生成さ

れるのではなく、実際の特許文献の特定の段落や引用元へと完全に追跡可能（Traceable）である 1

。 
データセキュリティの面でも、エンタープライズ対応のプラットフォームは極めて厳格な基準を設けて

いる。DeepIPやMinesoftは、SOC2 Type IIやISO 27001認証を取得しており、すべてのデータを暗号
化し、顧客の未公開の検索データや発明データをAIモデルのトレーニングに使用しない厳格なプライ
バシーポリシーを適用している 1。これにより、インハウスの知財部門は、情報漏洩のリスクを懸念す
ることなく、初期のR&Dアイデアをエージェントに委ねることができる。 

5. 知財部門の組織的運用化と次世代の戦略的展開 
AIツールがいくら進化しても、それを組織のワークフローに統合（Operationalize）できなければ価値
は生み出されない。コーポレートIPチームは、エージェント型検索を導入する際、一般的に「3ステップ
の導入ロードマップ」を描いている 1。 第一に、特許性調査や無効資料調査などの「アクティブなプロ
ジェクトでのパイロット運用」から始める。次に、AIが生成したインサイトを明細書作成やレビュー段階
に「直接統合し、サイクルタイムを短縮」する。最後に、AIの段階的な推論チェーンを活用して、一貫
性と追跡可能性のある文書化を確保する「防御性フレームワーク（Defensibility frameworks）を確
立」する 1。 重要なのは、AIエージェントは人間の法的判断を置き換えるものではないという点であ
る。最終的な関連性の評価、特許クレームの法的解釈、および検索戦略の網羅性の確保について

は、USPTOやEPOのガイダンスに沿って、引き続き人間の実務家が全責任を負うという厳格なガード
レールが敷かれている 1。さらに、生成AIツールを用いて特許明細書を起草すること自体が、特許の
有効性（発明者適格性、予見性、記載要件など）にどのような影響を与えるかについては、現在も法

的な議論が続いており、実務家は細心の注意を払う必要がある 18。 
5.1. ドメイン特化型エージェントと新規領域への拡張 

エージェント型AIの適用範囲は、単なるテキストの特許検索を超え、より専門的な技術ドメインの解
決策へと拡大している。PatSnap Eurekaのようなプラットフォームは、ライフサイエンス分野における
「リード化合物のSAR（構造活性相関）データ抽出機能」や、材料科学分野における「酸化亜鉛等を用
いた最適な製剤（Formulation）の設計支援」、通信分野における「標準必須特許（SEP）の必須性ク
レームチャートの作成」など、技術領域に特化した専門エージェントを提供している 19。これにより、研

究者はターゲットの検証や翻訳リスクの評価を、ラボで多大なコストを費やす前にデータ駆動で行う

ことが可能になっている 19。 



さらに、知財データの活用は、従来の権利化や係争防衛の枠を超え、企業のM&A戦略などのダイナ
ミックな事業活動にまで及んでいる。例えば、株式会社ストライク、東京大学、大分大学、UTEC、正
林国際特許商標事務所の産学共同プロジェクトでは、特許情報を活用して技術系企業のM&A候補
を自動抽出し、そのマッチングの根拠を説明する「AIエージェント型M&Aマッチング（MAIPL2）」の研
究開発が進められている 20。これは、知財調査エージェントが持つ「技術的特徴の抽出・比較能力」

が、企業の技術的シナジーの評価や、買収ターゲットの選定という高度な経営判断に直接寄与する

ことを示している。 
5.2. 人材要件の変化と知財教育の再編 

これら一連の変革は、IP専門職に求められるスキルセットを劇的に変化させる 15。ブール演算を用い

た複雑な検索式を組み立てるスキルよりも、今後はAIツールを効果的に使いこなし、出力結果を批
判的に評価する「プロンプトエンジニアリング能力」と「AIリテラシー」が不可欠となる 15。 組織は、こ
の変化に適応するための教育プログラムを急務として整備しなければならない。島津製作所が展開

している知財教育プログラムや、専門性獲得を支援する「REACHプロジェクト」に、生成AIに関する実
践的な研修を組み込むといった取り組みは、他社にとってもモデルケースとなる 15。社内向けにAIに
よる知財ニュースの自動要約・配信を行い、全社員の知財リテラシーを底上げすることは、知財部門

からの情報提供を迅速化し、R&D部門との連携を強化する上で極めて有効である 22。 

6. 結論と将来展望 
特許調査業務は、人間が膨大なノイズと格闘する「第1段階（従来型）」から、人間の暗黙知をプロン
プト化してAIに一次処理を委ねる「第2段階（島津製作所型）」、そしてAI自身が自律的に推論ループ
を回し、法的に構造化された証拠パッケージを生成する「第3段階（AIエージェント型）」へと、確実か
つ不可逆な進化を遂げている。 
新規性調査においては、出願前の迅速な特許性判断と強靭なクレーム設計が可能になり、無効資

料調査においては、人間では発想し得ない精緻な先行技術の組み合わせ（§103自明性の論理）が
瞬時に提示されるようになった。そして、最もリスクと負荷の高いFTO調査においては、数千件に及
ぶクレームと製品仕様のAI一括比較や、多国間での連続的な監視・マッピングにより、侵害リスクの
極小化と劇的な工数削減が両立されている。 
特筆すべきは、第2段階および第3段階のいずれのアプローチも、「人間の専門家を排除する」もので
はなく、「専門家を認知的な苦役から解放し、高度な法的判断、戦略的思考、そして経営に資する意

思決定に集中させる」ための技術的拡張（Augmentation）であるという点だ。企業がグローバルな競
争環境において優位性を保ち、持続的な企業価値向上を実現するためには、現在のAI技術が提供
する透明性（Glass Boxアプローチ）と説明可能性を正しく理解し、自社の業務プロセスへ責任を持っ
て統合していくことが不可避である。知的財産部門は、AIエージェントという新たな「知的な同僚」を
オーケストレーションする中核的組織として、その役割をかつてない次元へと飛躍させる転換点に

立っている。 

引用文献 

1.​ Agentic Search for Prior Art: How Autonomous AI Improves Patent ..., 6月 5, 2026
にアクセス、 https://www.deepip.ai/blog/agentic-search-prior-art 

2.​ 【動画紹介】島津知財における生成AIプロンプトドリブン改革 ..., 6月 5, 2026にアクセ
ス、 https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12942839630.html 

https://www.deepip.ai/blog/agentic-search-prior-art
https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12942839630.html


3.​ Agentic - PDF - insider - Minesoft, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://minesoft.com/agentic-program/ 

4.​ US20220309552A1 - Artificial intelligence agents for predictive searching - 
Google Patents, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://patents.google.com/patent/US20220309552A1/en 

5.​ Best tools for AI powered patent search that also cross references paper data - 
Reddit, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.reddit.com/r/patentlaw/comments/1qqnu4u/best_tools_for_ai_power
ed_patent_search_that_also/ 

6.​ AI Patent Search Tools: Improving Prior Art Search and Patent Analysis - DeepIP, 6
月 5, 2026にアクセス、 
https://www.deepip.ai/blog/ai-patent-search-tools-prior-art-search 

7.​ Introducing Agent: Verified novelty intelligence — in minutes, not ..., 6月 5, 2026に
アクセス、 https://www.iprally.com/news/introducing-agent 

8.​ What Is an AI Prior Art Search Agent? Why Ambercite Was Built for This Moment, 
6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.ambercite.com/amberblog/2019/3/19/ambercite-was-agentic-before
-agentic-ai-became-fashionable 

9.​ IPRally Agent | Agentic Patent Search, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.iprally.com/agent 

10.​Avoid Patent Infringement: A 2025 Guide to FTO Search Analysis - PatSnap, 6月 5, 
2026にアクセス、 
https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/freedom-to-operate-fto-analys
is-guide-2025-2/ 

11.​Federal Circuit Affirms Invalidity of NYU Breathing Patent in ResMed Dispute - 
PatSnap, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidi
ty-of-nyu-breathing-patent-in-resmed-dispute-patsnap-eureka/ 

12.​Federal Circuit Reverses-in-Part in Decorative Lighting Patent Dispute | Patsnap 
Eureka, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-reverses-in-pa
rt-in-decorative-lighting-patent-dispute-patsnap-eureka/ 

13.​Federal Circuit Affirms Invalidity of Bright Data's Data Communication Patent - 
PatSnap, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidi
ty-of-bright-datas-data-communication-patent-patsnap-eureka/ 

14.​Federal Circuit Affirms Invalidity of IPA Technologies' AI Agent Patent in Google 
Dispute, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidi
ty-of-ipa-technologies-ai-agent-patent-in-google-dispute-patsnap-eureka/ 

15.​株式会社島津製作所 知的財産部門における生成 AI 活用の現状と 将来 ..., 6月 5, 
2026にアクセス、 
https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/82ba87fc6cf8257dfa67.pdf 

16.​Best Prior Art Search Automation Tools in 2026 - Cypris.ai, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.cypris.ai/insights/best-prior-art-search-automation-tools-in-2025 

https://minesoft.com/agentic-program/
https://patents.google.com/patent/US20220309552A1/en
https://www.reddit.com/r/patentlaw/comments/1qqnu4u/best_tools_for_ai_powered_patent_search_that_also/
https://www.reddit.com/r/patentlaw/comments/1qqnu4u/best_tools_for_ai_powered_patent_search_that_also/
https://www.deepip.ai/blog/ai-patent-search-tools-prior-art-search
https://www.iprally.com/news/introducing-agent
https://www.ambercite.com/amberblog/2019/3/19/ambercite-was-agentic-before-agentic-ai-became-fashionable
https://www.ambercite.com/amberblog/2019/3/19/ambercite-was-agentic-before-agentic-ai-became-fashionable
https://www.iprally.com/agent
https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/freedom-to-operate-fto-analysis-guide-2025-2/
https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/freedom-to-operate-fto-analysis-guide-2025-2/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-nyu-breathing-patent-in-resmed-dispute-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-nyu-breathing-patent-in-resmed-dispute-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-reverses-in-part-in-decorative-lighting-patent-dispute-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-reverses-in-part-in-decorative-lighting-patent-dispute-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-bright-datas-data-communication-patent-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-bright-datas-data-communication-patent-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-ipa-technologies-ai-agent-patent-in-google-dispute-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/federal-circuit-affirms-invalidity-of-ipa-technologies-ai-agent-patent-in-google-dispute-patsnap-eureka/
https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/82ba87fc6cf8257dfa67.pdf
https://www.cypris.ai/insights/best-prior-art-search-automation-tools-in-2025


17.​Artificial Intelligence Search Automated Pilot Program - USPTO, 6月 5, 2026にアク
セス、 https://www.uspto.gov/patents/initiatives/automated-search-pilot-program 

18.​AI-Assisted Patent Drafting: Validity Concerns and Practical Guidance | Baker 
Donelson, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.bakerdonelson.com/ai-assisted-patent-drafting-validity-concerns-a
nd-practical-guidance 

19.​PatSnap Eureka | AI Agents for IP, R&D, Life Sciences & Materials, 6月 5, 2026にアク
セス、 https://eureka.patsnap.com/ 

20.​東京大学・大分大学・UTEC・正林国際特許商標事務所と、知財データを活用したAIエー
ジェント型M&Aマッチングの共同研究を開始 - S venture Lab., 6月 5, 2026にアクセス、 
https://www.sventurelab.com/news251225 

21.​東京大学・大分大学・UTEC・正林国際特許商標事務所と、知財データを活用したAIエー
ジェント型M&Aマッチングの共同研究を開始 - PR TIMES, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000034249.html 

22.​生成AIで変革する知財業務の高付加価値化, 6月 5, 2026にアクセス、 
https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/1e9306bd4fdf6f84e9af.pdf 

https://www.uspto.gov/patents/initiatives/automated-search-pilot-program
https://www.bakerdonelson.com/ai-assisted-patent-drafting-validity-concerns-and-practical-guidance
https://www.bakerdonelson.com/ai-assisted-patent-drafting-validity-concerns-and-practical-guidance
https://eureka.patsnap.com/
https://www.sventurelab.com/news251225
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000034249.html
https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/1e9306bd4fdf6f84e9af.pdf

	知識集約型業務の転換点：特許調査における生成AIと自律型AIエージェントの進化とパラダイムシフト 
	Gemini  3.1 pro 
	1. 序論：技術情報爆発の時代における特許調査の再定義と進化の軌跡 
	2. 特許調査プロセスの3段階モデル：技術的メカニズムと認知負荷の移行 
	2.1. 第1段階：従来型調査（人間主導の検索と読解） 
	2.2. 第2段階：島津製作所型のプロンプトドリブン生成AI調査 
	2.3. 第3段階：AIエージェント型調査（自律的推論と反復実行） 

	3. 調査類型別の詳細比較：新規性、無効資料、FTOのパラダイムシフト 
	3.1. 新規性調査（先行技術調査 / Patentability Search）における進化 
	3.2. 無効資料調査（Invalidity / Opposition Search）における進化 
	3.4. 侵害予防調査（FTO：Freedom to Operate / クリアランス調査）における進化 

	4. 技術的基盤のアーキテクチャと精度保証のメカニズム 
	5. 知財部門の組織的運用化と次世代の戦略的展開 
	5.1. ドメイン特化型エージェントと新規領域への拡張 
	5.2. 人材要件の変化と知財教育の再編 

	6. 結論と将来展望 
	引用文献 



